
「自律的に働きたい」「地域や社会を良くしたい」労働者協同組合法はそんな思いを叶えるための新しい法律です。
労働者協同組合ってなに？どうつくる？どんな働き方？などについて幅広く学ぶフォーラムを全国で開催します。

共に働く

資金を
出し合う 話し合って

営む

労働者協同組合法　相談窓口 詳しくは専用サイトで

0120-237-297 知りたい！労働者協同組合法
https: //www.roukyouhou.mhlw.go.jp

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、全国７か所で、フォーラムを開催します。

2022年10月1日「労働者協同組合法」が施行されます。

③ 厚生労働省ロゴサイズ　幅 9.3cm

「はたらく」をつくる。みんなでつくる


